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衆
議
院
議
員
橘
慶
一
郎
君
提
出
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
に
内
閣
の
取
り
組
み
を
求
め
る
三
課
題
の
進
捗
状

況
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
沿
岸
市
町
村
に
お
け
る
東
日
本
大
震
災
に
係
る
災
害
廃
棄
物
（
以
下
「
災
害
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）
の
広
域
処

理
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
十
六
日
時
点
に
お
い
て
、
災
害
廃
棄
物
の
受
入
れ
又
は
具
体
的
な
受
入
れ
の
表
明
を

行
っ
て
い
た
市
町
村
等
が
管
内
に
あ
る
都
府
県
の
数
は
九
で
あ
り
、こ
れ
を
行
っ
て
い
た
政
令
指
定
都
市
の
数
は
八
で
あ
る
。

ま
た
、
同
日
付
け
で
、
野
田
内
閣
総
理
大
臣
及
び
細
野
環
境
大
臣
か
ら
、
同
日
時
点
に
お
い
て
災
害
廃
棄
物
の
受
入
れ
を
表

明
し
て
い
な
か
っ
た
三
十
五
道
府
県
及
び
十
政
令
指
定
都
市
に
対
し
、
文
書
に
よ
り
要
請
し
た
と
こ
ろ
、
災
害
廃
棄
物
の
具

体
的
な
受
入
れ
の
方
針
等
に
つ
い
て
回
答
を
行
っ
た
市
町
村
等
が
管
内
に
あ
る
道
府
県
の
数
は
十
七
で
あ
り
、
こ
れ
を
行
っ

た
政
令
指
定
都
市
の
数
は
五
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
四
日
時
点
に
お
い
て
、
八
府
県
及
び
同
府
県
内
の
八
政
令
指
定
都
市
に

対
し
、
合
計
で
約
九
十
一
万
ト
ン
の
災
害
廃
棄
物
の
受
入
れ
を
要
請
し
て
い
る
。

一



三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
平
成
二
十
四
年
四
月
十
六
日
に
開
催
し
た
国
と
地
方
の
協
議
の
場
に
お
い
て
は
、
地
方
六
団
体
に
対
し
、
改
め

て
災
害
廃
棄
物
の
広
域
処
理
の
協
力
に
つ
い
て
要
請
し
、
地
方
六
団
体
か
ら
、
広
域
処
理
を
進
め
る
上
で
の
留
意
点
等
に
つ

い
て
率
直
な
意
見
を
頂
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、広
域
処
理
に
関
し
国
及
び
地
方
の
相
互
の
理
解
が
深
ま
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
災
害
廃
棄
物
の
処
理
・
処
分
量
の
水
準
に
つ
い
て
は
、
環
境
省
の
調
査
に
よ
る
と
、
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十

日
か
ら
同
年
四
月
十
六
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
一
週
間
当
た
り
平
均
約
十
万
ト
ン
で
あ
る
。

御
指
摘
の
と
お
り
、
平
成
二
十
六
年
三
月
末
ま
で
に
災
害
廃
棄
物
の
処
理
・
処
分
を
終
え
る
と
い
う
目
標
を
達
成
す
る
た

め
に
は
、
処
理
・
処
分
を
加
速
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
岩
手
県
及
び
宮
城
県
に
お
い
て
は
、
仮
設
焼
却
炉
等

の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
国
に
お
い
て
は
、
広
域
処
理
の
協
力
に
つ
い
て
要
請
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今

後
も
地
方
自
治
体
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
災
害
廃
棄
物
の
処
理
・
処
分
が
加
速
す
る
よ
う
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
関
係
者
と
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
八
町
村
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二



お
尋
ね
の
「
住
民
説
明
会
を
開
催
済
み
の
市
町
村
数
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
四
日
時
点
に
お
い
て
、

四
市
町
村
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
十
日
に
福
島
県
郡
山
市
に
お
い
て
開
催
し
た
「
双
葉
地
方
町
村
、
福
島
県
と

国
と
の
意
見
交
換
会
」
に
お
い
て
、「
双
葉
地
方
と
し
て
の
主
な
課
題
」
と
し
て
、「
双
葉
郡
全
体
の
復
興
像
を
示
す
こ
と
」
、

「
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
」
、
「
除
染
の
完
全
実
施
、
財
源
の
確
保
」
、
「
原
子
力
発
電
所
事
故
の
損
害
の
完
全
賠
償
」
等
が
示

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

平
成
二
十
四
年
夏
の
電
力
需
給
の
見
通
し
及
び
具
体
的
な
対
策
に
つ
い
て
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
会
議
及
び
電
力
需
給

に
関
す
る
検
討
会
合
の
下
に
開
催
の
需
給
検
証
委
員
会
に
お
い
て
、
第
三
者
の
立
場
か
ら
今
夏
の
電
力
需
給
の
見
通
し
を
客

観
的
に
検
証
す
る
こ
と
に
よ
り
、
透
明
性
及
び
信
頼
性
を
高
め
つ
つ
、
精
査
を
行
い
、
取
り
ま
と
め
て
ま
い
り
た
い
。

ま
た
、
関
西
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
関
西
電
力
」
と
い
う
。
）
大
飯
発
電
所
第
三
号
機
及
び
第
四
号
機
の
運
転
再
開
に

つ
い
て
は
、
安
全
上
重
要
な
施
設
・
機
器
等
が
設
計
上
の
想
定
を
超
え
る
事
象
に
対
し
、
ど
の
程
度
の
安
全
裕
度
を
有
す
る

三



の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
欧
州
諸
国
で
導
入
さ
れ
た
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
を
参
考
に
、
新
た
な
手
続
や
ル
ー
ル
に
基
づ
く
安

全
評
価
を
関
西
電
力
が
行
い
、
そ
の
評
価
結
果
に
つ
い
て
経
済
産
業
省
原
子
力
安
全
・
保
安
院
が
確
認
し
、
更
に
そ
の
確
認

の
妥
当
性
を
内
閣
府
原
子
力
安
全
委
員
会
が
確
認
し
た
上
で
、
同
年
四
月
十
三
日
に
、
内
閣
総
理
大
臣
、
内
閣
官
房
長
官
、

経
済
産
業
大
臣
及
び
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
以
下
「
四
大
臣
」
と
い
う
。
）
が
、
原
子
力
発
電
所
の
運
転
再
開
に
当
た
っ

て
の
安
全
性
に
関
す
る
判
断
基
準
に
基
づ
き
、
地
震
・
津
波
に
よ
る
全
電
源
喪
失
と
い
う
事
象
の
進
展
を
防
止
す
る
た
め
の

安
全
対
策
が
既
に
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
関
西
電
力
が
更
な
る
安
全
性
・
信
頼
性
向
上
の
た
め
の
実
施
計
画
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
こ
と
等
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
と
も
に
、
電
力
需
給
の
見
通
し
や
燃
料
費
の
増
加
の
影
響
も
含
め
て
検
証
し
総

合
的
に
運
転
再
開
の
必
要
性
に
つ
い
て
判
断
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
関
係
地
方
自
治
体
等
に
対
し

て
丁
寧
に
説
明
を
行
い
、
住
民
の
理
解
や
国
民
の
信
頼
を
得
る
こ
と
に
全
力
を
挙
げ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
、
住
民

の
理
解
や
国
民
の
信
頼
が
得
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
も
踏
ま
え
、
四
大
臣
が
運
転
再
開
の
可
否
を
総
合
的
に
判
断
し
て
い

く
こ
と
と
し
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
中
長
期
的
に
原
子
力
へ
の
依
存
度
を
最
大
限
に
低
減
さ
せ
る
た
め
の
取
組
を
進
め
る
一
方
、
安
全
の
確

四



保
を
前
提
と
し
て
、
電
力
需
給
の
見
通
し
や
燃
料
費
の
増
加
の
影
響
も
勘
案
し
つ
つ
、
定
期
検
査
で
停
止
中
の
原
子
力
発
電

所
の
運
転
再
開
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
我
が
国
の
経
済
社
会
の
現
実
等
を
踏
ま
え
、
原
子
力
発
電
を
重
要
な
電
源
と

し
て
活
用
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

五


